
2026年6月25日
福岡県福岡市中央区天神一丁目１３番２号

株式会社長谷工コミュニティ九州
代表取締役 田中 克彦

貸借対照表(2026年3月31日現在)
(単位:千円)

資      産      の      部 負      債      の      部

金      額 金      額

流動資産 1,046,285 流動負債 460,544

現金預金 804,231 工事未払金 78,960

完成工事未収入金 161,522 営業未払金 91,421

営業未収入金 45,107 リース債務 813

未成工事支出金 10,181 未払金 39,391

貯蔵品 977 未払費用 125,895

前払費用 15,746 未払法人税等 33,106

未収入金 7,741 未払消費税等 31,781

立替金 781 未成工事受入金 13,970

預り金 2,400

前受収益 5,611

賞与引当金 37,197

固定資産 55,079 固定負債 25,147

有形固定資産 7,417 リース債務 2,127

建物 1,921 株式給付引当金 20,164

工具器具備品 2,860 役員株式給付引当金 2,523

リース資産 2,637 退職給付引当金 333

投資その他の資産 47,661 負  債  合  計 485,691

出資金 6,440 純   資   産      の      部

長期差入保証金 8,433

長期前払費用 244 株主資本 615,672

繰延税金資産 22,545

その他 10,000 資本金 100,000

資本剰余金 350,491

資本準備金 100,000

その他資本剰余金 250,491

利益剰余金 165,181

その他利益剰余金 165,181

 繰越利益剰余金 165,181

  (当期純利益） (151,465)

615,672

資  産  合  計 1,101,364 負債及び純資産合計 1,101,364

純 資 産  合  計

第１８期決算公告

科      目 科      目



株式会社長谷工コミュニティ九州

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１． 資産の評価基準及び評価方法
(1) 棚卸資産

未成工事支出金
個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品
個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２． 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に
よっております。

３． 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

売掛債権、その他これに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(4) 株式給付引当金
株式給付規定に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付
債務の見込額に基づき計上しております。

(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付規定に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式
給付債務の見込額に基づき計上しております。

４． 収益及び費用の計上基準
 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
 通常の時点は以下のとおりであります。

（マンション管理）
当該履行義務は、マンション管理に関連する履行義務の内容に応じて一時点又は一定の期間にわたり履行義務を
充足し、収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領
しております。

（施設リフォーム工事）
当該履行義務は、修繕工事等を進めるにつれて物件の価値が増加し顧客が当該資産を支配することから、一定期間
にわたり充足される履行義務であり、工事の進捗に応じて収益を認識しております。
なお、進捗度の測定は、発生原価に基づくインプット法によっております。取引価格は請負工事契約により決定さ
れ、対価は契約に定められた時期に受領しております。
ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約
については、完全に履行義務が充足した時点で収益を認識しております。

５． その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) グループ通算制度

グループ通算制度を適用しております。

個 別 注 記 表


